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｢必ずチェック最低賃金！使用者も労働者も｣

北海道最低賃金
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働
く全ての労働者（臨時、パートタイマー、アルバ
イトなどを含む）に適用される北海道最低賃金（地
域別）が次のとおり改定されます。

●最低賃金額／時間額 ７０５円
●効力発生年月日／平成２3年１０月6日

厚生労働省 北海道労働局 　 函館労働基準監督署（TEL 0138-23-1276）

せたな町ＰＴＡ連合会教育講演会

「じょうぶな子どもを作る基本食」

   

　元プロ野球投手の工藤公康さんをはじめプロス

ポーツ選手の個人指導、保育園、幼稚園の給食改善の

アドバイスなどを行いっている、「フーズ＆ヘルス研

究所　代表　幕内秀夫　氏」の講演会を開催します。

皆さんのご来場をお待ちしております。

   ●と　き　１１月２７日(日)   

   ●じかん   午前9時45分

   ●ところ　せたな町民ふれあいプラザ

   ●対象者　せたな町ＰＴＡ会員および一般の方

   ※一般参加の方は、当日会場へお越しください。

      会員の方は参加申込用紙がありますので１１月１８日 

    （金）　までに各学校へ提出ください。

　　　         季節労働者向け
　 姿「パソコン技能取得講習会」姿

　渡島檜山北部通年雇用促進支援協議会では、季節
労働者の皆さんのスキルアップを図るためパソコ
ン技能取得講習会を開催します。
  
　●日　　時　11月22日（火）〜11月24日（木）
　　　　　　　　　　　　１８時３０分〜２１時00分
　●会　　場　今金町民センター　　　　　　　　　
　●受講料　　無料
　●講習内容　Windows7パソコンでの文書の作成、
　　　　　　　インターネット検索や電子メールの使
　　　　　　　い方など。
　●申込締切　11月15日（火）　
　　　　　　　※定員（１０名）になり次第締め切ります。
　
　　　　　　　　　問合せ・申込み　
　　　　渡島檜山北部通年雇用促進支援協議会 
　　　　 TEL0137-64-3355　 FAX0137-62-2149
　　　　せたな町　産業振興課　   TEL84-5111
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戸籍の窓口
（9月1日〜9月30日届出）

　この欄に掲載をしている方は、本人または
ご家族の了解を得た方のみ掲載しています。

お誕生おめでとう 　　　　

○水野 あま音 ちゃん（万寿夫）北檜山
あ ま ね

○岸　　 育斗  くん  （ 育哉 ） 北檜山
い く と

○名取　 佳音  くん   （ 雅仁 ） 本町６区
け い と

○平賀　愛 美    ちゃん （ 英勝 ） 東大里３区
ま な み

○山内 湖都音 ちゃん（ 秀人 ） 花　歌
こ と ね

おくやみ申し上げます 　　

○菅又ヨシ子さん    (8６歳）北檜山

○水上　康男さん    (85歳）北檜山

○澤田　愛子さん　（84歳）北檜山

○塩谷　秀夫さん　（85歳）徳　島

○小島　政雄さん　（78歳）若　松

○矢部　幸子さん  （69歳）豊　岡

○越中　ハルさん　（88歳）元浦2区

○山口　綾子さん    (80歳）北島歌２区

○細川ミサヲさん    (92歳）   都

○松神　寿喜さん    (28歳）   都

○小林      稔 さん    (73歳）   都

○菊地    圭一さん    (７４歳）長   磯

人口と世帯

9月末現在（前月比）

（−15）9,564人人 口

（−  8）4,518人男

（−  7）5,046人女

（−  8）4,558世帯世 帯

 納期限は11月30日(水)です
　　　忘れずに納めましょう

忘れないで納期限

国民健康保険税 第5国民健康保険税　第5期期

固定資産税 第4固定資産税　　　第4期期

第2次試験日
［最終合格発表日］

第1次試験日
［1次合格発表日］

受付期間受験資格･年齢

平成24年1月28日飾
〜31日醸のうち1日

　［平成24年2月17日埴］

平成24年1月14日飾

［平成24年1月23日譲］

 11月1日醸
       〜
　1月6日埴

平成24年4月1日現
在、１５歳以上１７歳
未満の男子で中学
校卒業者（平成24
年3月卒業見込み予
定者を含む。）

 平成23年度
陸上自衛隊　高等工科学校生徒募集案内

■問い合わせ先
　自衛隊函館地方協力本部今金地域事務所　殺0137-82-0258
　メールでの資料請求は　recruit1-hakodate@pco.mod.go.jp

年金係からのお知らせ 　　　　                      　　

■問い合わせ先／函館年金事務所 殺 ０１３８-５６-１１６5
・本庁町民児童課戸籍年金係 [担当/吉田] 殺 0137-84-5111（内線１１３４）
・瀬棚総合支所地域町民課戸籍年金係 [担当/西田] 殺 0137-87-3311（内線3000）
・大成総合支所地域町民課戸籍年金係 [担当/萩原] 殺 01398-4-5511（内線２１1８）

国民年金保険料は、

全額が社会保険料控除の対象です！

　国民年金保険料は、全額が所得税・町民税等の社会保険料控除 

   となり、税金が安くなります。

●被保険者（ご本人）の代わりに納付義務者（配偶者・世帯主）

　が納付した場合は、納付義務者が社会保険料控除を受けられ

　ます。

●「控除証明書」は、１０月下旬から11月上旬に日本年金機構よ 

     り送付されます。なお、10月1日から12月31日までの間に今 

    年はじめて国民年金保険料を納付された方には、来年の1月   

    下旬に送付されます。年末調整や確定申告まで大切に保管し  

    て下さい。

　　控除証明書専用ダイヤル　0570-070-117

＊＊＊函館年金事務所による年金相談（完全予約制）＊＊＊

　　　　　◇ 日時：12月7日（水）午前10時40分�

　　　　　◇ 会場：せたな町役場

興わからないことは、戸籍年金係までお気軽にご相談ください興

犯罪被害者週間　11月25日〜12月1日

         「社会に広げよう「社会に広げよう被害者支援の輪」被害者支援の輪」

　犯罪の被害者や家族は、直接的な被害だけでなく、精神的ショッ
ク・体調不良・経済的負担・無責任な心無い噂・取材のストレスな
ど、その後の様々な問題に苦しめられています。被害者の心理等を
理解して接し、被害者を責めたり、無理に励ますのは避けてくださ
い。心の傷の回復には、理解と共感と支援が大切です。
　　　　　　　　最も深刻なのは精神的被害です。
      相談窓口
             ◆性犯罪被害110番        撮01１-242-0310
　          ◆暴力相談電話　　　　撮011-222-0200
　          ◆函館被害者相談室　　撮0138-43-8740
　          ◆北海道被害者談電室　撮011-232-8740
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